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立春の前日を節分といい、豆をまく

など、邪気を祓う風習があります。

りっしゅん

立春
二十四節気の最初の節気で、この日

から暦の上では春となります。

まだまだ寒さは厳しいですが、立春

を過ぎてから初めて吹く強い南風を

「春一番」といいます。
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◇ 「消費者の部屋」では、消費者の皆さまとのコミュニケーションを深めるため、農

林水産行政や食生活などの情報を提供しています。

また、農林水産省の北別館１階で行われる展示では、皆様のお役に立つように農林

水産業に関する情報を発信しております。

☆ 展示の御紹介

●令和３年１月の開催状況

東京都、神奈川、埼玉県及び千葉県に対して、緊急事態宣言（宣言期間：１月８日か

ら２月７日まで）が発令されたことから、予定していた展示を全て中止しました。（１月

14日からは対象区域に栃木県、愛知県、岐阜県、大阪府、京都府、兵庫県及び福岡県が

加えられ11都府県に拡大しました。）

●令和３年２月の展示予定

令和３年２月２日、11都府県に発令されていた緊急事態宣言が栃木県を除く10都府県

において延長（延長期間：３月７日まで）されたことから、予定していた展示を全て中

止することとしました。

◆緊急事態宣言が解除され、展示が再開されるまで今しばらくお待ちください。展示再開

に当たっては、消費者の部屋のホームページにおいてお知らせ致します。

感染拡大防止のためのお願い
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☆ 令和３年 1 月の消費者相談状況 
    ～電話やメールで御相談を受け付けています～ 
 
  
 令和３年１月の相談件数は、68件（前年同期 82件）でした。 
 

   図１ 月別の全相談件数の推移         図２ 図１のうち子ども相談件数の推移 

    
〔子ども相談〕  
 子ども相談専用電話を設け、農林水産業や食品に関する子どもからの相談や質問にお答

えしています。 
       表１ 相談内容別内訳             図３ 相談内容別比率   

                            
  項   目 件 数   比 率 
食品の安全、食品衛生 17 25% 

品質・規格等 17 25% 

生産・流通等 7 10% 

食品表示 6 9% 

法令・制度 6 9% 

農林水産省が行う事業 3 4% 

統計 2 3% 

その他 10 15% 

    計 68 100% 

                
  
 
        表２ 相談者別内訳               図４ 相談者別比率     

                  
   項   目 件 数   比 率 

一般消費者・消費者団体 41 60% 

事業者(従業員を含む)及びその団体 9 13% 

相談業務関係者 8 12% 

農林水産業従事者及びその団体 2 3% 

高校生・大学その他の学生 1 1% 

教員・学校関係者 1 1% 

不明・その他 6 9% 

     計 68 100% 

注）四捨五入の関係で割合（％）の合計は 100％とならない場合があ

ります。 
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☆相談事例（２月分） 

Ｑ： チョコレートを購入したら品名に「準チョコレート」と表示されていました。チ

ョコレートと違う商品なのですか？ 

 

Ａ：チョコレート類の表示に関する公正競争規約では、チョコレート類は、チョコレ

ート製品とカカオ原料に大別され、種類別名称は、９種類に分類されています。 
●チョコレート製品 
①チョコレート、②準チョコレート、③チョコレート菓子、④準チョコレート菓子 
●カカオ原料 
⑤カカオマス、⑥ココアバター、⑦ココアケーキ、⑧ココアパウダー（「ココア」）、 
⑨調整ココアパウダー（「調整ココア」） 
 
チョコレート及び準チョコレートの生地は、カカオマス、ココアバター、ココアケ

ーキ又はココアパウダーを原料として、必要により糖類、乳製品、他の食用油脂、香

料等を加えたものであって、次の５種類に分類しています。 
チョコレートと

準チョコレートで

は基本となる生地

のカカオ分等に違

いがあります。 
 

 

 

 

出典：日本チョコレート・ココア協会ホームページ統計資料ページより 

 

チョコレートやココアは、疲労回復やエネルギー源として、近年ではポリフェノー

ルなどの健康効果が注目を集めています。 
チョコレートでは、「カカオ分○○ %」と表示しているハイカカオチョコレートや

ビター（ダーク）チョコレートがお薦めです。カカオ分が多いほどカカオポリフェノ

ールを多く含んでいます。又、ココアでは、純ココアがカカオポリフェノールを多く

含んでいます。 
ポリフェノールは早く吸収されるため、その抗酸化作用は比較的早く発揮されます

が、長時間持続することができないので、一度にたくさん食べてしまわずに、少しず

つ食べることをおすすめします。 
 

＜参考＞ 
日本チョコレート・ココア協会ホームページ 
http://www.chocolate-cocoa.com/index.html 

http://www.chocolate-cocoa.com/index.html
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☆地方の「消費者の部屋」展示予定一覧 （２月） 

 開催期間 展示テーマ 

北海道農政事務所 １月４日（月）～２月 26 日（金） 北海道農業のすがた 

 

東北農政局 ２月１日（月）～２月 12 日（金） 「フラワ－バレンタイン」大切な人へ花を贈ろう！ 

２月 15 日（月）～２月 26 日（金） ココロにおいしい冷凍食品 

関東農政局 

 

２月の展示を中止します。 

北陸農政局 

 

２月１日（月）～２月 15 日（月） 大切な人に花を～フラワーバレンタイン～ 

２月 16 日（火）～３月 12 日（金） 植物防疫、動物検疫の仕事 

「日本の農畜産業」を守る 

東海農政局 

 

 

１月 26 日（火）～２月９日（火） 米粉を使った食品を紹介します！ 

２月 15 日（月）～３月２日（火） 東海地域の 6 次産業化商品のご紹介 

近畿農政局 

 

1 月 14 日（木）～２月４日（木） もっと知りたい！お米・米粉の魅力 

２月５日（金）～２月 15 日（月） みんなで食育を推進しよう！ 

  ～「食べること」は「生きること」～ 

２月 16 日（火）～３月９日（火） 地理的表示（GI）保護制度 

中国四国農政局 

 

２月１日（月）～２月 12 日（金） 「LOVE  フラワーバレンタイン」 

～世界で一番花を贈る日。～ 

２月 15 日（月）～２月 26 日（金） 「魅力あふれる黒毛和牛の作出を目指して」 

～家畜改良センター鳥取牧場の取組～ 

九州農政局 １月 25 日（月）～２月５日（金） フラワーバレンタイン 

～男性から女性に花束を贈る２月 14 日～ 

２月８日（月）～２月 19 日（金） 九州のトップランナー 

２月 22 日（月）～３月５日（金） ご存じですか？地理的表示（GI(ジーアイ) 

内閣府沖縄総合事

務所【外部リンク】 

  

＊展示内容は変更することがございますので、最新の情報は各地方農政局等のリンクからご確認ください。 

http://www.maff.go.jp/hokkaido/anzen/seikatsu/shouhisyacorner/shouhisyacorner.html
http://www.maff.go.jp/tohoku/syouan/soudan/index.html
http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/index.html
http://www.maff.go.jp/hokuriku/safe/consumer/snnai_f.html
http://www.maff.go.jp/tokai/seisaku/shohi/index.html#01
http://www.maff.go.jp/kinki/syouhi/seikatu/tenji/index.html
http://www.maff.go.jp/chushi/heya/index.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/syohianzen/syokunoanzenansin/syouhisya/syouhisya.html
http://www.ogb.go.jp/nousui/syouan/nousui_syoku_syouhi.html
http://www.ogb.go.jp/nousui/syouan/nousui_syoku_syouhi.html
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☆一口メモ

大切な人へ花を贈る「フラワーバレンタイン」の取組を行っています！
もちろん、自分自身にも！やっぱりお花は癒やされますよね。
単身赴任中の私の部屋を華やかに彩ってくれました。

もらったら、もっと嬉しいだろうな。
バレンタインには花を贈ろう！

農林水産省「消費者の部屋」へお越しの際は、北別館入口から入館していただくと便利です。

令和３年２月発行

編集・発行 農林水産省 消費・安全局
消費者行政・食育課「消費者の部屋」

担 当 中川、中西、山口、加藤、小林、栗原
消費者相談電話 ０３－３５９１－６５２９

ファックス ０３－５５１２－７６５１

こどもそうだん電話 ０３－５５１２－１１１５

相談受付時間：10時～17時 土日祝日、年末年始を除く

インターネット相談窓口：

東京メトロ「霞ヶ関」駅 https://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/index.html
下車。A5、B3a出口すぐ。

2.14
Flower
Valentaine
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